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市立函館病院愛児園保育および給食業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

函館市病院局では，病院職員が安心して職務に専念するための２４時間保育および市
民等が利用できる病児保育を実施するため院内保育所「愛児園」を通じて適切に業務を
遂行できる事業者を公募型プロポーザル方式で選定するに際し，その実施について次の
とおり必要な事項を定める。 

 

１ 業務概要 

 ⑴ 業 務 名  市立函館病院愛児園保育および給食業務 

 ⑵ 業務内容 

   別紙「市立函館病院愛児園保育および給食業務委託仕様書」のとおり 

 ⑶ 履行期間 

履行期間は令和８年（2026 年）１０月１日から令和１１年（2029 年）９月３０

日までとする。 

契約日から令和８年(2026年)９月３０日までを当該委託業務の準備期間とする。 

   なお，本契約は，複数年にわたる委託契約におけるスライド条項を適用する契約

である。（別添参照） 

 ⑷ 提案上限額 

  月額３，６７７千円（消費税および地方消費税相当額を含まない。） 

⑸ 業務担当課 

    〒040-8681 函館市港町１丁目１０番１号 

    函館市病院局 

    管理部庶務課 担当：須貝・澤口・宮武 

    e-mail：shomu-shomu@hospital.hakodate.hokkaido.jp 

TEL:0138-43-2000(内線 4207) 

FAX:0138-43-4434 

 ⑹ ホームページ 

   本プロポーザルに関する情報や様式等は，函館市病院局ホームページに掲載する。 

      （URL:https://www.kanbyou.jp/byoinkyoku/proposal.html） 

     

２ 参加資格要件 

次に掲げる事項をすべて満たす者とする。 

⑴ 児童福祉法に基づく保育所を設置・運営している社会福祉法人または法人で，病院

の院内保育施設を２か所以上運営していること。 

⑵ 児童福祉法に基づく保育所を設置・運営している社会福祉法人または法人で，病児

保育施設を運営していること。 

⑶ 函館市病院局競争入札参加有資格業者指名停止措置要綱（平成 27 年 7 月 1 日施

行）に基づく指名停止措置，または，国ならびに他の地方自治体による指名停止措

置を，本プロポーザルの参加申込書の提出の際現に受けていないこと。 

⑷ 函館市病院局暴力団等排除措置要綱（令和 5年 4月 1日施行）による入札参加除

外措置を，本プロポーザルの参加申込書の提出の際現に受けていないこと。 

https://www.kanbyou.jp/byoinkyoku/proposal.html
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⑸ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立がなされて

いる者または民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立

てがなされている者（会社更生法にあっては更生手続開始の決定，民事再生法にあ

っては再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと等，経営状況が著

しく不健全であると認められる者でないこと。 

 

３ スケジュール 

  公募開始（函館市病院局ホームページ）      令和８年５月 １日（金） 

  現地見学(希望者のみ) 令和８年５月 ７日(木)～令和８年５月１４日（木） 

                            ※土・日を除く。 

  現地見学申込期限                令和８年５月１３日（水） 

  質問書提出期限                 令和８年５月１３日（水） 

  質問回答の公表                 令和８年５月１４日（木） 

  参加申請書の提出期限              令和８年５月１５日（金） 

審査結果通知（参加申請書の認定）        令和８年５月２０日（水） 

企画提案書の提出期限              令和８年５月２７日（水） 

    プレゼンテーション・ヒアリング実施予定     令和８年５月２８日（木） 

  審査結果の通知                 令和８年６月上旬 

審査結果の公表                 令和８年６月上旬 

契約締結                    令和８年６月上旬 

 

４ 参加申請書の提出 

⑴ 提出書類 

①プロポーザル参加申請書（様式第１号） 

②２⑴および(2)に掲げる条件を満たすことがわかる書類（契約書類等） 

③直近の北海道または函館市の指導監査結果の報告 

④定款および役員名簿 

⑤パンフレット等で会社概要のわかるもの 

⑥令和７年度（または直近）の決算関係書 

⑦交付３か月以内の市税の納税証明書（写）（納税義務のある場合） 

⑧交付３か月以内の消費税および地方消費税の納税証明書（写）（納税義務のある

場合） 

※ なお，⑥～⑧については，令和７・８年度における函館市競争入札参加資格者

として登録されている場合は不要。 

⑵ 提出期限 

   令和８年（2026 年）５月１５日（金） 

⑶ 提出先 

   １⑸に同じ 

⑷ 提出方法 
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持参（平日の午前９時から午後５時），郵送のいずれかとし，期日までに提出す

ること。郵送の場合は，令和８年（2026 年）５月１５日（金）の消印があるもの

まで有効（なお，５月１５日に郵送する場合は，１⑸の担当にその旨連絡すること）。 

 ⑸ 審査結果 

   審査結果は，令和８年（2026 年）５月２０日（水）までに書面により通知する

（様式第２または３号）。なお，参加資格がない旨の通知を受けた者は，通知を受

けた日の翌日から起算して５日（函館市の休日を定める条例（平成３年函館市条例

第２号）第１条第１項各号に掲げる日（以下「休日」という。）の日数は算入しな

い。）以内に，資格がないと認めた理由について，書面（様式は自由）により説明

を求めることができる。 

 

５ 質問および回答 

⑴ 提出期限 

令和８年（2026 年）５月１３日（水）午後５時まで 

⑵ 提出先 

   １⑸に同じ 

⑶ 提出方法 

質問書（様式第４号）を電子メールで提出（提出した旨，着信確認の電話をする

こと） 

⑷ 回答方法 

令和８年（2026 年）５月１４日（木）に函館市病院局ホームページに掲載し，

個別には回答しない。また，質問に対する回答は，本要領の追加または修正とみな

す。なお，意見表明と解されるもの等には回答しないことがある。 

 

６ 参加辞退 

⑴ プロポーザル参加申請書を提出した後に本プロポーザルを辞退する場合は，令 

 和８年（2026 年）５月１５日（金）までに参加辞退届（様式第５号）を提出する

こと。 

⑵ 参加資格者が，上記４で定める提出書類を期限までに提出しなかったときは，参

加を辞退したものとする。 

 

７ 仕様書等の閲覧等 

 ⑴ 本プロポーザルに係る仕様書等は，次に定めるところにより閲覧することができ

る。 

  ア 閲覧場所 函館市病院局管理部庶務課庶務係 

  イ 閲覧期間 令和８年(2026 年)５月１日（金）から令和８年（2026 年）５月 15

日（金）まで 

 ⑵ 前号に定めるもののほか，仕様書等は閲覧期間中，電子データにより函館市病院

局ホームページに掲載する。 
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⑶ 前号に定める仕様書等を閲覧しようとする場合に必要な電子データのパスワー

ドが必要な者は，１⑸宛て連絡すること。 

 

８ 現地見学等 

 ⑴ 実施時期 令和８年（2026 年）５月７日（木）から５月１４日（木）の６日間

（土,日を除く。） 

 ⑵ 申込方法 見学を希望する場合は，現地見学会参加申込書（様式第６号）により，

電子メールまたはＦＡＸで申し込みすること（提出した旨，着信確認の電話をする

こと）。 

 ⑶ 申込期限 令和８年（2026 年）５月１３日（水） 午後３時まで 

 ⑷ 申 込 先 １⑸に同じ 

 ⑸ 集合場所 集合場所および集合時間等については別途指示するものとする。 

 

９ 企画提案書等の提出期限等 

 ⑴ 提出書類 

①企画提案書（様式第７号） 

②業務提案書（様式自由） 

③提案見積書（様式第８－１号） 

④提案見積金額に係る積算内訳書（様式第８－２号） 

 ⑵ 提出方法 持参または郵送により提出すること。 

 ⑶ 提出期限 令和８年（2026 年）５月２７日（水）必着 

  ⑷ 提 出 先 函館市病院局管理部庶務課庶務係 

 ⑸ 受付時間 平日の午前９時から午後５時までとする。 

 ⑹ 提出部数 計６部（正本１部 副本５部） 

 

10 審査に関する事項 

⑴ 審査委員会の設置・審査 

病院局は，次に掲げる委員により構成する「市立函館病院愛児園保育および給食

委託業務プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）」を設置し審査を

実施する。 

・病院職員 ５名（うち父母代表 １名） 

⑵ プレゼンテーションの実施 

企画提案者を対象に，提案に対する質疑・補足説明を求めるため，非公開で対面

によりプレゼンテーションを実施する。 

   実施予定日時 令和８年（2026 年）５月２８日（木） 

※ 開催方法および開催時間等の詳細については，別途通知する。 

⑶ 審査方法 

ア 審査委員会の各委員は，企画提案書およびプレゼンテーションの結果を⑷の評

価基準に基づき評価し，各委員の合計点が最も高い者を最適提案者として選定す



5 

る。 

イ 合計点が最も高い順に，最適提案者，次点者として選定する。 

ウ 合計点が最も高い者が複数いる場合は，見積価格の低い者を最適提案者とする。 

  なお，見積額も同額である場合は，各委員の合議により最適提案者を定める。 

エ 次点者の選定に関し，合計点が２番目に高い者が複数の場合もウと同様とする。 

オ ア～エに関わらず，得点率が６割未満の者は，最適提案者または次点者として

選定しない。 

カ 応募者が１者の場合も審査を実施する。 

キ 病院局は，特別な理由がない限り，審査委員会で選定された最適提案者を受託

候補者に決定する。 

 

⑷ 評価基準 

評価項目 配点 

１ 保育施設運営実績・基本方針 ５点 

２ 組織運営 ５点 

３ 職員確保・配置 １０点 

４ 勤務体制・研修計画 ５点 

５ 保育内容（１日の流れ・年間行事計画） ５点 

６ 衛生・健康管理 １５点 

７ 安全面への配慮・工夫および児童の急病・けがへの対応 １５点 

８ 給食内容・調理師の配置の考え方 ５点 

９ 苦情処理・個人情報保護への取組み ５点 

10 病児保育への対応 １５点 

11 見積価格 １５点 

合  計 １００点 

評価点における最低基準点＝（選定委員の人数×100（満点数））×60% 

⑸ 審査および受託候補者の決定 

   令和８年（2026 年）６月上旬 

⑹ 審査結果 

  ア 審査結果は，すべての参加者に書面で通知する。受託候補者に選定された参加

者へは「契約候補者決定通知書」（様式第９号），次点候補者に選定された参加者

へは「次点候補者決定通知書」（様式第 10 号），また，受託候補者等に選定され

なかった参加者へは「契約候補者非決定通知書」（様式第 11号）により通知する。 

  イ 審査結果については，函館市病院局ホームページに最適提案者のみ公表する。 

  ウ 契約候補者の名称のみを公表し，それ以外の各評価点および順位は公表しない。 

  エ 本審査に関する問い合わせおよび異議には一切応じない。 

 

11 契約 

最適提案者と別途協議を行い，内容について合意のうえ業務仕様書を作成し，随意 
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契約の方法により契約を締結する。 

なお，受託候補者との協議が整わない場合等は，次点者を受託候補者とし協議を 

行う。その場合，次点候補者に対して「次点候補者との協議開始通知書」（様式第 12

号）により通知する。また，受託候補者と協議が整い，次点者を受託候補者として協

議を行う必要がなくなった場合は，「次点候補者と協議を行わない旨の通知書」（様式

第 13 号）により通知する。 

 

12 失格事項 

  次のいずれかに該当した場合は，その者を失格とする。 

⑴ 参加資格要件を満たしていない場合 

 ⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

⑶ 実施要領等で示された提出期日，提出場所，提出方法，書類作成上の留意事項等

の条件に適合しない書類の提出があった場合 

 ⑷ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

   ⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する

と認められるとき 

 

13 その他 

⑴ 提出書類の作成，提出，ヒアリング等に要する経費は，提案者の負担とする。 

⑵ 提出された書類は返却しない。 

⑶ 提案書の受理後の差替えおよび追加・削除は認めない。ただし，病院局から指示

があった場合はこの限りでない。 

⑷ 提出された書類は審査のために複製することがある。 

⑸ 提出された書類は企画提案者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

    なお，個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 条）の規定により，開

示する場合がある。 



（別添）  

入札等にあたっての注意事項  

 

本 件 は ， 「 複 数 年 に わ た る 委 託 契 約 に お け る ス ラ イ ド 条 項

（賃金の変動に基づく契約金額の変更）」を適用する契約です。  

最 低賃金 に一定以上の変動がみられた場合に ， ２年目以降の

契約金額を変更することができます。  

変 更金額 の算出方法等は ，「賃金の変動に基づく契約金額の

変更に係る特約条項第 １条第１ 項に係る特記仕様書」に定める

とおりです。   

本 制 度の 詳細については ，函 館 市病院局ホームページに掲載

の「複数年にわたる委託 契約へのスライド制度の適用について」

をご覧ください。  

 

変 更 契約 にあたっては， 局と 受 注者で変更金額等について協

議を行います。協議の請求書は ，履行開始日から１２か月経過

後（２回目以降は前回スライド 制度適用の基準日から１２か月

経過後）以降に提出してください。  


